
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも部分的に構造物である複数のシートメタル層を備えた少なくとも１つの積重ね
（１，２，３）から、ハニカム本体であって、特定的には触媒コンバータキャリア本体で
あるものを製造するための装置であって、前記少なくとも部分的に構造物である複数のシ
ートメタル層は流体浸透性の複数の通路を形成し、前記装置は、フォーク状の巻付け装置
を有し、前記巻付け装置は回転方向（Ｓ）において中心軸（９）の周りを回転することが
でき、かつ各前記積重ね（１，２，３）を係合し、さらに前記装置はフォーマセグメント
（６，７，８）を有し、前記フォーマセグメントは製造されるハニカム本体の外形に対応
するフォーマ（５）を形成するよう閉じることが可能であり、少なくとも２つのフォーマ
セグメント（６，７，８）が設けられ、前記各フォーマセグメント（６，７，８）はそれ
ぞれの旋回軸（１３，１４，１５）の周りを前記巻付け装置の回転方向（Ｓ）とは反対方
向に旋回することができ、前記旋回軸はそれぞれ前記中心軸（９）に平行に延びることを
特徴とする、装置。
【請求項２】
前記各フォーマセグメント（６，７，８）の前記旋回軸（１３，１４，１５）が、製造さ
れる前記ハニカム本体の外側境界線近くであって、好ましくは前記各フォーマセグメント
（６，７，８）の端部領域に置かれることを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
２つより多い積重ねからハニカム本体を巻付けるために、前記積重ね（１，２，３）の数
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に対応する数のフォーマセグメント（６，７，８）が設けられることを特徴とする、請求
項１または２に記載の装置。
【請求項４】
前記旋回軸（１３，１４，１５）が、完成した前記ハニカム本体のエンベロープ上に互い
に等しい距離をおいて置かれることを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載の装
置。
【請求項５】
前記各旋回軸（１３，１４，１５）が、前記フォーマセグメント（６，７，８）のそれぞ
れの端部に配置され、前記フォーマセグメントの端部が支持手段（１０，１１，１２）を
形成し、各支持手段（１０，１１，１２）が前記中心軸（９）に向かって、かつそこから
離れるよう移動可能であることを特徴とする、請求項１から４のいずれかに記載の装置。
【請求項６】
前記装置が、ガイド溝を備えたベースプレートを有し、前記ガイド溝は中心に対して半径
方向に延び、さらに、旋回軸を形成するピンが、それぞれの前記ガイド溝の中に摺動可能
に導かれることを特徴とする、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
前記各ガイド溝が、多角形であって、好ましくはＴ形またはダブテイル形の断面を有する
ことを特徴とする、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
前記各旋回軸（１３，１４，１５）が、電動機手段によって前記中心軸（９）に向かって
、かつそこから離れるよう移動可能であることを特徴とする、請求項５から７のいずれか
に記載の装置。
【請求項９】
前記各旋回軸（１３，１４，１５）がステッピングモータに接続されることを特徴とする
、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記各旋回軸（１３，１４，１５）が、ピストンシリンダ装置（２２，２３，２４）によ
って前記軸（９）に向かって、かつそこから離れるよう移動可能であることを特徴とする
、請求項５から７のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
前記ピストンシリンダ装置（２２，２３，２４）が、液圧または空圧作用によって動作す
ることを特徴とする、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
前記各旋回軸（１３，１４，１５）が、ばね力に抗して前記中心軸（９）から離れるよう
移動可能であることを特徴とする、請求項５から７のいずれかに記載の装置。
【請求項１３】
それに抗して前記各旋回軸（１３，１４，１５）が前記中心軸（９）から離れるよう移動
可能であるばね力が、調節可能であることを特徴とする、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
前記ばね特性が逓減性質を有することを特徴とする、請求項１２または１３に記載の装置
。
【請求項１５】
前記各旋回軸（１３，１４，１５）が、少なくとも１つの引張ばねのばね力に抗して前記
中心軸（９）から離れるよう移動可能であることを特徴とする、請求項１２から１４のい
ずれかに記載の装置。
【請求項１６】
前記各旋回軸（１３，１４，１５）が、圧縮ばねに抗して前記中心軸（９）から離れるよ
う移動可能であることを特徴とする、請求項１２から１５のいずれかに記載の装置。
【請求項１７】
前記各フォーマセグメント（６，７，８）が、駆動装置（２５，２６，２７）に接続され
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て、前記それぞれの旋回軸（１３，１４，１５）の周りで旋回運動することを特徴とする
、請求項１から１６のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
前記駆動装置（２５，２６，２７）が、液圧または空圧作用によって動作するピストンシ
リンダ装置であることを特徴とする、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
少なくとも部分的に構造物である複数のシートメタル層から、流体浸透性の複数の通路を
有するハニカム本体を製造するためのプロセスであって、
積重ね（１）が、少なくとも部分的に構造物である多数のシートメタル層から積重ねられ
、
前記積重ね（１）は、製造される前記ハニカム本体の外形に対応するフォーマセグメント
（６，７，８）から形成された開いたフォーマ（５）の中に導入され、かつ中央領域にあ
る巻付け装置によって前記フォーマの中に保持され、
前記積重ね（１）は回転方向（Ｓ）に巻付けられ、
前記フォーマ（５）は、予め定められた程度まで巻付けが行なわれると、前記巻付け装置
の回転方向（Ｓ）とは反対の方向に前記フォーマセグメント（６，７，８）を旋回運動さ
せることによって閉じる、プロセス。
【請求項２０】
少なくとも部分的に構造物である複数のシートメタル層から、流体浸透性の複数の通路を
有するハニカム本体を製造するためのプロセスであって、
多数の積重ね（１，２，３）が、少なくとも部分的に構造物である多数のシートメタル層
から積重ねられ、
前記各積重ね（１，２，３）は、それぞれの折り線（１６，１７，１８）の周りで折り曲
げられ、
前記積重ね（１，２，３）は、製造される前記ハニカム本体の外形に対応するフォーマセ
グメント（６，７，８）から形成された開いたフォーマ（５）の中に導入され、かつ中央
領域にある巻付け装置によって前記フォーマに保持され、
前記積重ね（１，２，３）は、回転方向（Ｓ）に互いの周りに巻付けられ、
前記フォーマ（５）は、予め定められた程度まで巻付けが行なわれると、前記巻付け装置
の回転方向（Ｓ）とは反対の方向に前記フォーマセグメント（６，７，８）を旋回運動さ
せることによって閉じる、プロセス。
【請求項２１】
それぞれの支持手段（１０，１１，１２）が、前記各積重ね（１，２，３）を圧迫するよ
うにされ、かつ前記巻付け動作時には、前記各支持手段（１０，１１，１２）が、前記中
央領域（４）から離れるよう半径方向に移動し、前記支持手段は常に前記積重ね（１，２
，３）を圧迫する、請求項１９または２０に記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
この発明は、流体浸透性の複数の通路を有するハニカム本体、特定的には触媒コンバータ
キャリア本体を製造するための装置およびプロセスに関する。
触媒コンバータキャリア本体は、特に自動車の排気ガス中の汚染物質を除去するために用
いられる。このような触媒コンバータキャリア本体は金属のハニカム本体に関わり得る。
ハニカム本体は、少なくとも部分的に構造物である複数のメタルシートを備える積重ねを
含む。積重ねはそれ自身の周りおよび中央領域の周りで反対方向に捩じられる。ハニカム
本体のこのような設計形態は、たとえば米国特許第４　９２３　１０９から公知である。
ＷＯ　９０／０３２２０には、自動車用の金属の触媒コンバータキャリア本体が開示され
ており、これは少なくとも部分的に構造物である金属シートを含む。この触媒コンバータ
キャリア本体は、メタルシートの少なくとも３つの積重ねを含み、少なくとも３つのこれ
らの積重ねの各々は、ハニカム本体の中央領域における、それぞれに関連した折り線の周
りで折り曲げられ、折り曲げられた状態で互いの周りに、かつ折り線を有する中央領域の
周りに同じ方向に捩じられる。
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このような触媒コンバータキャリア本体を製造するための装置は公知であり、この装置は
、軸の周りで回転可能であり、かつ各積重ねを係合するフォーク状の巻付け装置と、フォ
ーマを成すように閉じるフォーマセグメントとを含む。閉じたフォーマの内形は、巻付け
られた状態のハニカム本体の外形に対応する。ハニカム本体は円筒形に製造されることが
最も多い。積重ねがそれらの周りおよび中央領域の周りに確実に巻付けられるようにする
ために、フォーク状の捩じり装置の回転運動時に、フォーマセグメントは、積重ねがフォ
ーマセグメントのエッジを圧迫し、エッジが支持手段を形成するような方法で、積重ねの
方に移動する。
製造工程が終わる頃には、フォーマは完全に閉じられ、このようにして最終的な形状をハ
ニカム本体に与える。
公知の装置は２つのフォーマセグメントを有し、これらのセグメントは直線において互い
に向かって、かつ互いから離れるように移動可能である。閉じ動作時には、フォーマセグ
メントのうち少なくとも一方が、依然として捩じられるべき積重ねの部分の移動方向の反
対の方向に移動するおそれがある。もしフォーマセグメントが積重ねのその部分に遭遇す
れば、積重ねが不所望にも変形するおそれがある。このような変形により、結果として個
々のメタルシートが部分的に歪んでしまう。この結果、完成したハニカム本体の構造が悪
影響を受ける。このため、一方ではハニカム本体の強度が損なわれ、他方では通路の断面
が局部的に変形するという問題が生ずる。
以上のことを基礎的な出発点として、この発明は、製造工程の間に積重ねまたは個々のメ
タルシートが変形するおそれのない、ハニカム本体を製造するための公知の装置を開発す
るという課題に基づく。この発明はさらに、個々の積重ねの変形を避ける、ハニカム本体
を製造するためのプロセスを提供する。
この発明によると、上述の問題は請求項１に記載される特徴を有する装置によって解決さ
れる。装置を有利に開発することが従属項２から１２の主題である。この発明に従った、
ハニカム本体を製造するためのプロセスは請求項１３および１４に記載される。プロセス
を有利に発展させることが従属項１５の主題である。
この発明に従った装置であって、流体浸透性の複数の通路を形成する、少なくとも部分的
に構造物である複数のメタルシートを含む少なくとも１つの積重ねからハニカム本体を製
造するためのものは、少なくとも２つのフォーマセグメントを有するフォーマを有する。
各フォーマセグメントは、巻付け装置の軸にそれぞれ平行に延びるそれぞれの旋回軸の周
りで、巻付け装置の回転方向と反対の方向に旋回可能である。各フォーマセグメントが巻
付け装置の回転方向と反対の方向に旋回運動することにより、フォーマを閉じたときに、
シートメタルの１つまたはそれ以上の積重ねが確実にひっくり返ら（ upset）ないないよ
うになる。好ましくは、２つより多い積重ねを扱うときには、装置は積重ねの数に対応す
る数のフォーマセグメントを有し、これらのフォーマセグメントは巻付け装置の回転方向
とは反対の方向に旋回可能である。好ましくは、フォーマセグメントの旋回軸は、完成し
たハニカム本体の周りで、エンベロープ上に互いに対して等しい距離をおいて配置される
。
ハニカム本体を製造するための公知の装置の構造によると、ハニカム本体の積重ねのメタ
ルシートは大きな負荷を受ける。メタルシート上の負荷はとりわけ、支持手段が、加えら
れる力の中心に対して間隔をおいておかれることが原因である。支持手段と、シートメタ
ルの積重ねと、加えられる力の中心とを含むシステムは、一端でクランプされた重ね板ば
ねに匹敵する。この種の重ね板ばねの場合にもまた、積重ねの個々の層の間に摩擦が生ず
る。これらの摩擦効果により、巻付け動作中に加えられるエネルギが増加する。さらに、
各積重ねのうちまだ巻付けられていない部分が歪むため、積重ねにスクイージング（ sque
ezing）または押圧動作を施す必要がある。
装置と、有利に発展させた方法とは下記の基礎的な概念にかかわる。すなわち流体浸透性
の複数の通路を有するハニカム本体、特定的には触媒コンバータキャリア本体の製造は、
支持手段が、巻付けられた積重ねを直接圧迫するならばより望ましいということである。
各積重ねのうちまだ巻付けられていない部分は固定されていない。このため、積重ねのう
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ちまだ巻付けられていない部分上には、先行技術の場合のように負荷は加えられない。し
たがって、積重ねのうちまだ巻付けられていない部分上に曲げ負荷は加えられない。
この基礎的な概念は、流体浸透性の複数の通路を有するハニカム本体、特定的には触媒コ
ンバータを製造するための装置において、請求項４に従って実現され、このハニカム本体
は少なくとも部分的に構造物である複数のメタルシートの積重ねを含み、この装置は、軸
周りに回転可能でありかつ積重ねを係合するフォーク状の巻付け装置と、包囲するフォー
マセグメントとを有し、この包囲するフォーマセグメントにはフォーマセグメントが設け
られ、旋回軸がそれぞれの端部に配置され、このそれぞれの端部がフォーマセグメントの
支持手段を形成し、各支持手段は軸の方に、かつ軸から離れるように移動可能である。こ
の装置において、支持手段は、巻付け動作時には常に積重ねを圧迫する。巻付け工程の間
、巻付けられた積重ねの半径方向の厚みが増加する。この工程を考慮するよう、支持手段
は巻付け装置の軸に向かって、かつそこから離れるように移動可能である。支持手段は一
定の圧力で積重ねを圧迫し得る。
少なくとも部分的に構造物である複数のメタルシートを含む少なくとも３つの積重ねから
ハニカム本体が形成され、かつ積重ねが互いの周りに同時に捩じられる場合には、フォー
マのフォーマセグメントの数が積重ねの数と一致する装置が提案される。各フォーマセグ
メントは旋回軸の周りで旋回可能であり、この旋回軸は軸に平行に延び、かつそれぞれの
支持手段を形成する端部に配置される。フォーマセグメントは巻付け装置の回転方向とは
反対の方向に旋回可能である。各支持手段は巻付け装置の軸の方に、かつそこから離れる
よう移動可能である。ＷＯ　９０／０３２２０に記載されているようなハニカム本体は、
このような装置によって製造することができる。
さらなる有利な概念によると、中心に対して半径方向に延びるガイド溝を備えたベースプ
レートを有する装置の開発が提案されている。旋回軸を形成するピンが各ガイド溝の中に
摺動可能に導かれる。各ガイド溝は多角形の断面を有する。ガイド溝の好ましい形状は、
Ｔ形またはダブテール形の断面を有するものである。ピンは、ガイド溝の中に係合する対
応するヘッドを有する。ガイド溝は一体的なベースプレートに設けられる必要はない。ガ
イド溝はまた、適当な形態を有する複数のプレートから作られてもよい。
支持手段の、軸に向かう、かつ軸から離れる移動は好ましくは電動機によって行なわれる
。この目的のためにはステッピングモータが適切である。なぜならこれは、既に巻付けら
れている積重ねの支持手段の移動を精密に調節することができるからである。また、電動
機ドライブと支持手段との間に、適切な伝動装置が設けられてもよい。他の可能性を考え
ることも可能であり、たとえば歯付きラックであって、一端において支持手段に接続され
、電動機ドライブの、対応するギアと係合可能であるものでもよい。
好ましく開発された装置は、各支持手段がピストンシリンダ装置に接続されたものである
。ピストンシリンダ装置は液圧または空圧作用により動作し得る。この点では、公知の規
格ピストンシリンダ装置を用いることもできる。
さらに有利に開発した発明によると、旋回軸がばね力に抗して中心軸から離れるように移
動することが提案される。このようなばね力が引張ばねか、圧縮ばねか、このようなばね
の組合せによって生じ得る。好ましくは、それによって支持手段が、捩じられた積重ねを
圧迫するばね力は、調節可能である。これにより、装置がハニカム本体の形および出発材
料に適合できるようになる。好ましくは、ばね力は逓減特性を有する。これは、曲げ半径
が大きいため、それにより支持手段が積重ねを圧迫する力が、曲げられた積重ねのコアに
おけるよりも小さくなり得るということの考慮に基づく。さらに、ばねを用いることには
、それらが、安全で信頼性高く動作する規格コンポーネントにかかわるという利点がある
。
フォーマを閉じるために、各フォーマセグメントは、それぞれの旋回軸の周りで、対応す
るフォーマセグメントを旋回する駆動装置に接続されている。この駆動装置は液圧または
空圧作用によって動作するピストンシリンダ装置であってもよい。
次に、少なくとも部分的に構造物である複数のメタルシートから、流体浸透性の複数の通
路を有するハニカム本体を製造するためのプロセスを説明する。このプロセスにおいて、
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少なくとも部分的に構造物である多数のメタルシートを含む、シートメタルの積重ねが積
重ねられる。この積重ねは開いたフォーマの中に導入される。積重ねおよびフォーマの中
央領域において、積重ねは巻付け装置によって保持される。巻付け装置はフォーク状の形
態のものであってもよい。積重ねは巻付け装置によって巻付けられる。フォーマセグメン
トが、巻付け装置の回転方向とは反対の方向に旋回運動すると、フォーマが閉じる。予め
定められた程度の巻付けが行なわれるとフォーマは閉じ得る。積重ねはそれ自身の周りに
完全に巻付けられなくてもよい。積重ねのうちまだ巻付けられていない部分が、フォーマ
セグメントの外周方向の長さ以下になると、フォーマの閉じ動作を開始することができる
。そのとき、既に閉じ動作が開始していれば、各セグメントが巻付け動作を補助する。な
ぜなら、セグメントが閉じる際に、まだ巻付けられていない部分が軸の方に促されるから
である。このプロセスにより、ＥＰ　０　２４５　７３７から公知であるハニカム本体が
製造される。このようなハニカム本体はＳ－Ｃａｔの名称で当業者には知らている。
たとえばＷＯ　８９／０３２２０に記載されているような、少なくとも部分的に構造物で
ある複数のメタルシートから、流体浸透性の複数の通路を有するハニカム本体を製造する
ために、少なくとも部分的に構造物である多数のメタルシートから多数の積重ねを積重ね
ることが提案されている。各積重ねはそれぞれの折り線の周りで折り曲げられる。各積重
ねは開いたフォーマの中に導入され、フォーマの中央領域において、巻付け装置によって
保持される。
さらに有利に開発したプロセスによると、巻付け装置が積重ねと係合した後に、それぞれ
の支持手段を中央領域において積重ねの両側に配置し、支持手段を対向関係に位置づけて
積重ねを圧迫するようにすることが提案されている。その後、積重ねは反対方向にそれ自
身の周りに巻付けられる。巻付け動作時に、各支持手段は中央領域から、半径方向に離れ
るよう移動し、支持手段は常に積重ねを圧迫する。巻付け動作が終了すると、フォーマセ
グメントがそれらのそれぞれの旋回軸の周りで旋回し、それによりフォーマが閉じる。
この発明に従った装置およびプロセスのさらなる利点および特徴は、図面に示される４つ
の実施例を参照して説明され、図面において、
図１は、積重ねを有する装置の第１の実施例の概略平面図であり、
図２は、積重ねが部分的に巻付けられた、図１に示される装置の概略平面図であり、
図３は、閉じたフォーマを有する、図１の装置の概略平面図であり、
図４は、３つの積重ねを有する装置の第２の実施例の概略平面図であり、
図５は、積重ねが互いの周りに部分的に巻付けられた、図４の装置の概略平面図であり、
図６は、フォーマが閉じた、図４の装置の平面図であり、
図７から図１２は、異なった動作段階にある、装置の第３の実施例の概略平面図であり、
図１３から図１９は、装置の第４の実施例の概略平面図である。
図１から図３は、積重ね１からハニカム本体を製造するための装置の第１の実施例を示す
。積重ね１は、少なくとも部分的に構造物である複数のメタルシートを含み、これらのメ
タルシートは図１から図３には示されていない。完成したハニカム本体において、少なく
とも部分的に構造物であるメタルシートにより、流体浸透性の複数の通路が形成される。
装置はフォーマ５を含み、これは２つのフォーマセグメント６および７を備える。各フォ
ーマセグメント６および７はそれぞれの旋回軸１３および１４周りで旋回可能である。各
フォーマセグメント６および７の端部は、閉じたフォーマが、ほぼ連続した線を成すよう
な形態である。示した実施例において、ハニカム本体３１は円形の断面を有する。２つの
フォーマセグメント６および７は、エンベロープ３２上に対向して形成される。
積重ね１は開いたフォーマ５の中に導入され、かつそこに巻付け装置（図示せず）によっ
て保持される。巻付け装置はフォーク状の形態であり、図の面に対して垂直である軸９の
周りで回転可能である。軸９の周りを巻付け装置が回転する方向はＳで示される。積重ね
が部分的に捩じられていることは図２からわかるであろう。積重ね１のうちまだ巻付けら
れていない部分は長さＬであり、これはエンベロープ３２の外周の半分に対応する。この
プロセス段階において、フォーマセグメント６および７はそれぞれの旋回軸１３および１
４周りを矢印Ｆで示される方向に旋回することができ、それによりフォーマ５を閉じるよ
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うにする。それが行なわれると、フォーマセグメント６および７は、積重ね１のうちまだ
巻付けられていない部分を積重ねのコアに対して押圧する。
図４から図６は、３つの積重ね１、２および３を含むハニカム本体を製造するための装置
の第２の実施例を示す。積重ね１、２および３は軸９の周りで対称に配置される。各積重
ね１、２および３を保持し、かつそれを回転方向Ｓに回転する巻付け装置は、図面を明瞭
にするために示されていない。先に述べたとおり、巻付け装置はフォーク状の装置にかか
わり得る。フォーマ５は３つのフォーマセグメント６、７および８を含む。各フォーマセ
グメント６、７および８は円のセクタの形である。各フォーマセグメント６、７および８
は、巻付け装置の回転方向Ｓとは反対の方向にそれぞれの軸１３、１４および１５の周り
で旋回可能である。それぞれの駆動装置２５、２６および２７は、各フォーマセグメント
６、７および８を旋回運動させるために設けられる。駆動装置２５、２６および２７の各
々はピストンシリンダ装置を有する。ピストンロッド２８、２９および３０がフォーマセ
グメント６、７および８にそれぞれ接続される。この接続部は旋回可能である。各駆動装
置２５、２６および２７は定置に置かれる。
ピストンシリンダ装置２５、２６および２７内に圧力を適度に発生することにより、それ
ぞれのピストンロッド２８、２９および３０が延び、それにより各セグメント６、７およ
び８がそれぞれの旋回軸１３、１４および１５の周りで旋回し、フォーマが閉じる。閉じ
た状態のフォーマが図６に示される。
次に、図７から図１２に示される第３の実施例を説明する。積重ね１からハニカム本体を
製造するための装置は２つのフォーマセグメント６および７を有し、これらの各々は旋回
軸１３および１４の周りで旋回可能である。各セグメント６および７は巻付け装置の軸９
に対して半径方向に移動可能である。図７は、開いたフォーマ５における積重ねの配置を
示す。積重ねがフォーマに配置され、巻付け装置（図示せず）に係合された後、フォーマ
セグメント６および７は矢印Ｒの方向に、半径方向に内向きに積重ね１に向かって移動す
る。各フォーマセグメント６および７はその一端で積重ねを圧迫するようにされる。それ
ぞれの旋回軸１３および１４はそれぞれ、その端部に設けられる。積重ね１を圧迫するフ
ォーマセグメントの端部により支持手段１０および１１が形成される。回転方向Ｓに積重
ね１を捩じる動作の間、フォーマセグメント６および７は方向Ｂに半径方向に外向きに移
動し、この場合支持手段１０および１１は常に積重ねを圧迫する。これは特に、図９、１
０および１１において明らかに示される。巻付け動作が実質的に終了した後、フォーマセ
グメント６および７がそれらのそれぞれの旋回軸１３および１４の周りで旋回し、フォー
マが閉じる。図１１および図１２は図２および図３に対応する。それらの全内容に関して
、これらの図の説明が参照される。
流体浸透性の複数の通路を有するハニカム本体、特定的には触媒コンバータキャリア本体
であって、メタルシートの３つの積重ね１、２および３を含み、これら３つの積重ね１、
２および３の各々が、ハニカム本体の中央領域におけるそれぞれの折り線１６、１７およ
び１８の周りで折り曲げられ、さらに、互いの周りに、かつ中央領域４の周りに折り線１
６、１７および１８によって同じ方向に折り曲げられた状態で捩じられたものを、少なく
とも部分的に構造物である複数のメタルシートから製造するために、図１３から１９に示
される装置が提案される。装置は３つの折り曲げ装置１９、２０および２１を含む。折り
曲げ装置１９、２０および２１の各々は折り曲げ棒３３、３４および３５を有する。折り
曲げ棒３３、３４および３５は直線状に往復運動することができる。折り曲げ装置１９、
２０および２１の各々は、２つの部品のエントリロック装置３６、３７および３８を有す
る。ロック装置３６、３７および３８の各々は２つのゲート４１および４２を有し、これ
らは軸３９および４０の周りで旋回可能である。旋回は力に抗して引き起こされる。積重
ね１、２および３を折り曲げるために、積重ねはそれぞれロック装置３６、３７および３
８に平行に配置される。棒３３はロック装置ゲート４１および４２間で対称に配置される
。積重ね１は、ゲート４１および４２が旋回可能であることにより、かつ積重ね１に対し
て棒３３の力を加えることにより、折り線１６の周りで折り曲げられる。折り曲げられた
状態が図１４に示される。折り曲げ動作により、積重ね１、２および３が装置の中央領域
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に導入される。積重ね１、２および３は軸９に対して対称に配置される。折り曲げ動作が
行なわれた後、棒３３、３４および３５が、それぞれの積重ねから引き出される。図を明
瞭にするために、折り曲げ装置１９、２０および２１は以下の図１５から図１９には示し
ていない。
巻付け装置（図示せず）は各積重ね１、２および３を係合している。個々のフォーマセグ
メント６、７および８はピストンシリンダ装置２２、２３および２４によって軸９の方に
半径方向に内向きに移動される。移動動作は、図１６に示されるように、各フォーマセグ
メント６、７および８の端部に設けられた支持手段１０、１１および１２がそれぞれの積
重ね１、２および３を圧迫するまで続く。支持手段が積重ね１、２および３を圧迫すると
、巻付け動作が開始し得る。図１７は、個々の積重ね１、２および３の巻付けを示す。フ
ォーマセグメント６、７および８の各々は、フォーマ５を閉じるようそれぞれの旋回軸１
３および１４の周りで旋回可能である。図１８および図１９は、参照さえる全内容におい
て、図５および図６に対応する。
実施例において説明されたハニカム本体は円形の断面を有する。この発明によると、円形
の断面を有さないハニカム本体を製造することも可能である。この発明はまた、たとえば
楕円形であったり、部分的に円形であったり、またはエピトロコイドの断面を有するハニ
カム本体にかかわってもよい。
参照符号
１　積重ね　　　　　　　　３０　ピストンロッド
２　積重ね　　　　　　　　３１　ハニカム本体
３　積重ね　　　　　　　　３２　エンベロープ
４　領域　　　　　　　　　３３　折り曲げ棒
５　フォーマ　　　　　　　３４　折り曲げ棒
６　フォーマセグメント　　３５　折り曲げ棒
７　フォーマセグメント　　３６　エントリロック装置
８　フォーマセグメント　　３７　エントリロック装置
９　中心軸　　　　　　　　３８　エントリロック装置
１０　支持手段　　　　　　３９　軸
１１　支持手段　　　　　　４０　軸
１２　支持手段　　　　　　４１　ロック装置ゲート
１３　旋回軸　　　　　　　４２　ロック装置ゲート
１４　旋回軸
１５　旋回軸
１６　折り線
１７　折り線
１８　折り線
１９　折り曲げ装置
２０　折り曲げ装置
２１　折り曲げ装置
２２　ピストンシリンダ装置
２３　ピストンシリンダ装置
２４　ピストンシリンダ装置
２５　駆動装置
２６　駆動装置
２７　駆動装置
２８　ピストンロッド
２９　ピストンロッド
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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